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福島労発基 1106 第２号 

令 和 ７ 年 1 1 月 ６ 日  

 

関係団体の長 殿 

 

 

福島労働局長 

（公印省略）   

 

 

労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する 

省令等の施行等について 

 

 

日頃から労働基準行政の推進に格段のご理解、御協力を賜り厚く御礼申し上

げます。 

 この度、労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省

令（令和７年厚生労働省令第 108 号。以下「改正省令」という。）及び透過写

真撮影業務特別教育規程の一部を改正する件（令和７年厚生労働省告示第 287

号。以下「改正告示」という。）が、それぞれ令和７年 10 月 29 日に公布又は

告示され、公布日である令和７年 10 月 29 日以降、順次施行又は適用されるこ

ととなったところです。 

本改正は、令和３年に発生したエックス線装置（エックス線を発生させる装

置で、労働安全衛生法施行令（昭和 47 年政令第 318 号。以下「安衛令」とい

う。）別表第２第２号の装置以外のものをいう。以下同じ。）の点検作業中の被

ばく事故の発生原因として、法令上設置の義務はないものの現場に普及してい

る自動警報装置やインターロックについて、自動警報装置による周知の措置が

作業場所から認識しにくい場所に示されていたこと、インターロックは備え付

けられていたが故障した際に無効化したまま長期間修理していなかったこと

等が指摘されていることを踏まえ、同種災害の再発防止を図るため、安全装置

の設置及び使用を義務づける等、所要の規定の整備を講じるものです。 

その改正の趣旨は、下記のとおりですので、関係事業場に対し、改正規則の

内容等を周知いただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

第１ 改正の要点 

 １ 改正省令関係 

⑴ エックス線装置又はガンマ線照射装置に係る特別の教育（以下「特別

教育」という。）の対象業務を拡大（一部除外）したこと。（改正省令に

よる改正後の労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安
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衛則」という。）第 36 条及び改正省令による改正後の電離放射線障害防

止規則（昭和 47 年労働省令第 41 号。以下「電離則」という。）第 52 条

の５関係） 

⑵ 医療用エックス線装置の範囲を明確化したこと。（安衛則様式第 27 号

及び電離則第 12 条関係） 

⑶ 放射線装置に係る事業者の措置義務を拡大したこと。（電離則第 17 条

関係） 

⑷ エックス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務

を見直したこと。（電離則第 47 条及び第 52 条の３関係） 

 

 ２ 改正告示関係 

⑴   特別教育の実施対象となる業務の拡大に伴う改正を行ったこと。（改

正告示による改正後のエックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務

特別教育規程（昭和 50 年労働大臣告示第 50 号。以下「特別教育規程」

という。）関係） 

 

第２ 細部事項 

 １ 安衛則第 36 条及び電離則第 52 条の５並びに改正告示関係（特別教育関

係） 

⑴   安衛則第 36 条第 28 号の「エックス線装置又はガンマ線照射装置を

取り扱う業務」とは、エックス線装置又はガンマ線照射装置の設置、準

備、使用、点検、修理等の全般的な業務であること。 

 これには、安衛令別表第２第１号の業務、同表第３号の業務のうちエ

ックス線装置に組み込まれたエックス線管のガス抜き若しくは検査の

業務及び同表第４号の業務のうちガンマ線照射装置の取扱いの業務そ

の他これらの装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による被ば

くのおそれがある業務が含まれること。 

 「その他これら装置を取り扱う上でエックス線又はガンマ線による

被ばくのおそれがある業務」には、例えば、作業時に照射する予定があ

るかどうかに関わらず、電離則第 17 条第３項の安全装置を無効化又は

取り外した上で管理区域に身体の全部又は一部を入れて当該装置を点

検、修理又は改修等する業務が含まれるものであること。 

⑵   「装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ

線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのな

いように遮へいされた構造を備えた装置」（以下「ボックス型装置等」

という。）の例としては以下のものがあること。 

ア 「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する

省令の施行等について」（平成 13 年３月 30 日付け基発第 253 号。以

下「253 号通達」という。）第３の３(6)ア～ウに掲げる装置 

イ 放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 167 号。

以下「RI 法」という。）第 12 条の５第２項に規定する表示付認証機器
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及び同条第３項に規定する表示付特定認証機器（いずれも RI 法第 12

条の６に規定する認証条件に従った使用、保管及び運搬をするものに

限る。以下「表示付認証機器等」という。） 

⑶   ボックス型装置等（表示付認証機器等を除く。）については、当該装

置の設置や改修等の際に、当該装置の内部にのみ管理区域が存在する

ことを、253 号通達の第３の３(6)及び同通達別添１「管理区域の設定

等に当たっての留意事項」を参考に、装置ごとに測定により確認するこ

と。 

⑷   電離則第 52 条の５第１項第１号及び第２号に定める科目の教育につ

いては、実作業を見学させる等のＯＪＴ（オン・ザ・ジョブ・トレーニ

ング）形式との併用が望ましいこと。 

⑸   改正前に透過写真撮影業務に係る特別教育を受講した労働者が、改

正後に透過写真撮影業務以外のエックス線装置又はガンマ線照射装置

を取り扱う業務に従事する場合には、当該労働者が、必要な特別教育の

科目のうち全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると

認められる場合に限り、安衛則第 37 条に基づき、重複する特別教育の

科目の全部又は一部を省略して差し支えないこと。 

 この場合に省略可能な科目は、電離則第 52 条の５第 1 項に定める科

目のうち、以下の範囲が該当するものであること。 

ア 第１号に掲げる科目のうち、「作業の手順」以外の範囲 

イ 第２号に掲げる科目のうち、「装置の操作及び点検」以外の範囲 

ウ 第３号に掲げる科目の全部 

エ 第４号に掲げる科目のうち、改正省令による改正以外の範囲 

なお、従前から当該業務に熟達している等、十分な知識及び技能を有

していると認められる労働者については、「作業の手順」及び「装置の

操作及び点検」についても省略して差し支えないこと。 

⑹   ボックス型装置等を使用する業務に従事する労働者や、管理区域に

一時的に立ち入ってもエックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱

う業務には従事しない労働者等の、特別教育を要さない者に対しては、

労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 59 条

第１項又は第２項に基づき雇い入れ時等に行う安全衛生教育等におい

て、放射線の人体への影響、エックス線装置又はガンマ線照射装置の危

険性、被ばくを防止するための装置の安全な取扱い、及び安全装置の改

造禁止等の禁止事項等について周知させること。 

⑺   放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和 35 総理府令第

56 号。以下「RI 則」という。）、医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第

50 号。以下「医療則」という。）又は獣医療法施行規則（平成４年農林

水産省令第 44 号。以下「獣医療則」という。）に基づく教育及び訓練を

受けた者がエックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務に従

事する場合は、必要な特別教育の科目のうち全部又は一部について十

分な知識及び技能を有していると認められる労働者であるとして、安
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衛則第 37 条に基づき当該重複する特別教育の科目のうち全部又は一部

を省略して差し支えないこと。 

⑻   特別教育の科目の省略については、昭和 48 年３月 19 日付け基発第

145 号「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」及び平成９年３月 21

日付け基発第 180 号「特別教育に係る科目の省略範囲の明確化につい

て」の記の２において、省略できる範囲の明確化を行ってきたところで

ある。 

 これらを踏まえ、次の表の左欄の資格等の取得者は、エックス線装置

又はガンマ線照射装置を取り扱う業務（ただし、ボックス型装置等を使

用する業務を除く。）の特別教育の科目として電離則第 52 条の５第１

号から第４号に示す科目のうち、次の表の右欄の科目を省略しても差

し支えないものであること。なお、下表に掲げる科目以外の省略につい

ても、当該者が当該業務に関し十分な知識及び技能を有していると認

められる場合には、個別の実態に応じて判断することを妨げるもので

はないこと。 

資格 省略可能な科目 

エックス線作業主任者 第１号から第４号 

（ただし第１号及び第２号につい

てはエックス線装置の取扱業務に

関する場合に限り省略可能） 

ガンマ線透過写真撮影作業主任

者 

第１号から第４号 

（ただし第１号及び第２号につい

てはガンマ線照射装置の取扱業務

に関する場合に限り省略可能） 

診療放射線技師 第１号から第４号 

（ただし第１号及び第２号につい

ては医療用の装置を取り扱う業務

に関する場合に限り省略可能） 

原子炉主任技術者 第１号から第４号 

（ただし第１号及び第２号につい

ては原子炉の運転の業務に関して

用いる装置を取り扱う場合に限り

省略可能） 

第一種放射線取扱主任者 第１号から第４号 

第二種放射線取扱主任者 第１号から第４号 

（ただし第１号及び第２号につい

てはガンマ線照射装置による透過

写真撮影業務に関する場合に限り

省略可能） 

第一種作業環境測定士（放射性

物質） 

第３号及び第４号 
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第一種作業環境測定士（放射性

物質以外の区分）  

第二種作業環境測定士  

衛生工学衛生管理者  

第一種衛生管理者  

第二種衛生管理者  

労働衛生コンサルタント 

第４号 

医師 

歯科医師 

獣医師 

がん放射線療法看護認定看護師 

第１号から第３号 

（ただし第１号及び第２号につい

ては医療用の装置を取り扱う業務

に関する場合に限り省略可能） 

核燃料取扱主任者 

第三種放射線取扱主任者 

技術士（原子力・放射線部門） 

技術士補（原子力・放射線部門） 

第３号 

⑼   電離則第 52 条の５に基づく特別教育について、⑺の他法令に基づく

教育・訓練と同時に実施した場合、その特別教育の受講者や科目等の情

報が、他法令に基づいて作成された記録に含まれているときは、その記

録を安衛則第 38 条に定める記録として取り扱って差し支えないもので

あること。 

⑽   電離則第 52 条の５の特別教育は、法第 22 条及び法第 59 条第３項に

規定される措置であるため、労働者がその事業における派遣就業のた

めに派遣されている派遣先の事業に関しては、労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第

88 号）第 45 条第３項の規定により、当該派遣先の事業を行う者を当該

派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者は当該派遣

先の事業を行う者に使用される労働者とみなして適用される。このた

め、従前どおり、派遣中の労働者に対して行う当該特別教育は、当該派

遣先の事業を行う者が実施する必要があること。 

 

２ 安衛則様式第 27 号及び電離則第 12 条関係（「医療用」の明確化関係） 

⑴   電離則第 12 条の改正は、医療用のエックス線装置の範囲を明確

化するものであり、当該装置の範囲自体が従来から変更されたも

のではないこと。なお、「医療用」の解釈については、安衛令及び

電離則に限られるものであること。  

⑵   電離則第 12 条第１項第２号の「臨床研究、治験、医療従事者若

しくは獣医療従事者の養成若しくは教育訓練又は死因究明等」と

は、以下のものを含むものであること。  

ア  臨床研究法（平成 29 年法律第 16 号）第２条第１項に規定す

る臨床研究  

イ  人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (令
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和３年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１号 )  第２

（１）に規定する人を対象とする生命科学・医学系研究  

ウ  獣医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改

善、疾病原因及び病態の理解並びに動物の健康の維持を目的

として実施される未承認動物用医薬品等を用いた疾病の診断、

治療又は予防に関する獣医学系研究であって、動物を対象と

するもの  

エ  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律 (昭和 35 年法律第 145 号）第２条第 17 項に規定する

治験  

オ  医療従事者又は獣医療従事者の養成課程（資格取得前）にお

ける照射を伴う実習  

カ  医療従事者又は獣医療従事者の配属後の教育や技量向上等

のための訓練  

キ  死因究明等推進基本法（令和元年法律第 33 号）第２条第１

項に規定する死因究明（特に死亡時画像診断（オートプシー・

イメージング））  

ク  死亡動物に対して行う死因究明のための画像診断  

なお、「等」とは、明示された用途以外であって、医療現場と同

様に、医師、歯科医師、診療放射線技師又は獣医師が管理する装

置を用いて、被写体である人、動物、それらの精巧な模型（以下

「ファントム」という。）又は人若しくは動物の死体に対して照

射中に、労働者がそれら被写体を固定する必要がある場合やそれ

ら被写体に照射しながら照射域近傍で作業する必要がある場合等

が生じうる用途を指すものであること。  

⑶   改正省令による安衛則様式第 27 号の改正は、電離則第 12 条の

改正により、医療用のエックス線装置の範囲を明確化したことに

伴う改正その他の所要の改正であること。  

⑷   安衛則様式第 27 号については、安衛則第 100 条（様式の任意性）

が適用されることから、放射線装置の設置等にあたり、 RI 則又は

医療則若しくは獣医療則その他の法令に基づき原子力規制委員会

又は都道府県知事その他の行政機関に対して申請又は届出等を行

うときに、当該申請又は届出等に添付する書類が、様式第 27 号に

定める事項を網羅している場合には、法第 88 条に基づき所轄労働

基準監督署長に届出を行う際に、当該書類を様式第 27 号として添

付しても差し支えないものであること。  

 なお、他法令に基づく申請又は届出等に用いる書類を以て代用

する場合には、様式第 27 号中に定める事項が、添付書類のどこに

記載されているかを明確にした上で、届出を行うこと。  

⑸   電離則第 15 条第１項の放射線装置（表示付認証機器等を除く。）

であって、６月未満の期間で廃止するものについては、安衛則第
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85 条第１号の規定に基づき、法第 88 条に基づく計画の届出を要

さないものであることに留意すること。  

⑹   安衛則様式第 27 号備考２の「工業用等のエックス線装置」の用

途について、電離則様式第２号 (裏面 )別表コード 13 と同様の用途

として「分析用」を追加したものであること。  

⑺   安衛則様式第 27 号備考４の「安全装置」には、電離則第 17 条

第７項に規定するインターロックの他、電離則第 17 条第３項に規

定する安全装置が該当すること。  

 

 ３ 電離則第 17 条関係（自動警報装置・安全装置等関係） 

⑴   第１項の「関係者」には、被ばくのおそれがある全ての者が含まれる

ものであること。例えば、装置の設置等にあたり照射を伴う検査等を行

う場合に、放射線装置室の天井裏で配線等の作業に従事している者も

「関係者」に当たるものであること。 

⑵   第１項の「関係者が確実に認識できる方法」とは、作業場の環境や労

働者の認知能力等を踏まえた効果的な方法を指し、総合的に判断する

必要があること。周知の際は、複数の手段を用いることがより望ましい

こと。なお、表示灯の表示内容や警報の音量等については特に指定はな

いため、他法令で要求される事項があれば、それらを踏まえて措置すれ

ばよいこと。 

「効果的な方法」の例としては、次のアからウに掲げるものがあるこ

と。 

ア 放射線装置室の通常出入りする出入口等の関係者が見やすい場

所に表示灯や警報ランプ等の視覚的な警報装置を設けること 

イ 関係者が十分に聞き取ることができる音量でブザー音やメロデ

ィを鳴らし続ける警報装置を設けること 

ウ 必ず関係者の目に入る場所に周知の看板を目立つように置くこ

と 

一方で、効果的な方法と見なされない例には次のエからクに掲げる

ものがあり、何らかの周知の措置がされていたとしても、被ばくのおそ

れがあることを十分に認識できない関係者がいる場合は、効果的な方

法とはみなされないことに留意すること。 

エ 光が遮られた警報ランプや、光が弱い表示灯 

オ 環境音に対して不十分な音量の警報 

カ 目立たないように置かれた看板 

キ 日本語を十分に理解できない労働者に対して日本語の表示灯の

意味を教育していない状況 

ク 放射線装置室内に関係者がいても照射が可能な場合に、室外にし

か表示灯がなく、室内の関係者へ周知の措置がされていない状況 

また、エックス線装置の場合は、当該装置の制御装置に電力が供給さ

れていることに加えて、エックス線を照射中であることを周知するこ
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とが望ましいこと。 

⑶   第２項について、表示灯やブザー等複数の方法を組み合わせて周知す

る場合は、これら全ての周知方法を自動警報装置により措置することが

望ましいこと。 

⑷   第２項柱書は、自動警報装置による周知が必要な場合を、放射線装置

室内で放射線装置を使用する場合に限定するものであり、従前と取り扱

いが変わるものではないこと。  

⑸   第２項第２号は、改正省令による改正前の電離則（以下「旧電離則」

という。）第 17 条第１項柱書後段において自動警報装置の設置が必要と

されていた装置のうち、特定エックス線装置に含まれない工業用等のエ

ックス線装置について規定したものであること。 

⑹   第２項第３号から第５号の装置又は機器については、旧電離則第 17 条

第１項柱書後段に規定するエックス線装置以外の装置又は機器と同じ

ものを指すこと。 

⑺   第２項各号の放射線装置について、自動警報装置そのものの修理又は

改修等に伴う当該自動警報装置の検査等のため、やむを得ず自動警報装

置が無効とされたまま第１項各号の場合が生じるときは、警報機能を有

する放射線測定器（以下「APD」という。）の装着等、偶発的な被ばくを

防止するための適切な措置を講ずること。 

 医療用の特定エックス線装置の設置、保守、点検又は修理等の作業に

おいても、同様であること。 

⑻   第３項の「インターロックその他の偶発的な被ばくを防止するための

安全装置」とは、作業に従事する関係者が偶発的な被ばくをすることを

防ぐためのフールプルーフの機構を主に指すこと。その例としては、以

下のものがあること。なお、いずれも電子式、電気式、磁力式、機械式、

光学式など方式は問わないものであること。 

ア 照射中に放射線装置室の出入口を閉鎖するインターロック 

イ セーフティキー又はセーフティスイッチにより装置の照射を止め

なければ管理区域に入れないように制御する機構 

ウ 放射線装置室の出入口ドアに設置したリミットスイッチによりド

ア開放に連動して照射を停止させ又は遮断させるような機構 

また、この条文における「安全装置」の有効保持や無効化の際の手順

等については安衛則第 28 条及び第 29 条の適用を受けるものであるこ

と。 

 なお、防護ガラスや遮へい板、安全柵等は、それらのみでは安全装置

には該当しないこと。 

⑼   第４項は、放射線の照射を伴う光軸合わせ等の点検や非常に小さな

試料にエックス線を照射する際の照射条件の調整など、安全装置の機

能を無効にしなければ実施できない作業において、安衛則第 29 条第１

項第２号に基づき、一時的にやむを得ず安全装置を無効化又は取り外

す場合等における必要な措置を定めたものであること。 
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⑽   第４項の「偶発的な被ばくを防止する措置」として、作業従事者の APD

装着は必須であること。ただし、身体の一部のみを管理区域に入れる場

合はこの限りでないこと。加えて、以下に例示する措置その他偶発的な

被ばくを防止する措置を複数組み合わせて行うこと。 

ア 照射中であることを知らせる表示灯やブザー等の設置 

イ 警報装置と連動した空間線量計の設置 

ウ フットペダル式スイッチ等の被ばくのおそれがある作業の従事者

が容易に作動させられる緊急停止装置の設置 

エ 警報装置に連動した侵入検知センサーの設置 

オ 照射される放射線を遮るために十分な厚さと材質を備えた遮へい

板やシャッターの設置 

カ 手などの身体の一部を照射域に入れる場合に被ばくのおそれのあ

る身体の一部を全て覆う保護手袋等の保護具の着用 

キ 命札（操作禁止札）の設置による誤操作の防止措置 

APD 又は空間線量計等の放射線測定器については、適切に点検及び校

正され有効に機能するものでなければならないこと。また APD 又は空

間線量計に連動する警報については、過剰な被ばくを防ぐために、警報

が鳴る線量をあらかじめ適切に設定したものでなければならないこと。 

⑾   第５項は、医療施設等において人（その死体やファントム含む）に対

して照射する医療用のエックス線装置等については、医療則第 30 条の

４第２号に規定される基準を満たさなければならないとしたものであ

ること。この場合の「医師、歯科医師又は診療放射線技師が管理する装

置」については、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項

に規定する「病院」又は同条第２項に規定する「診療所」（以下「病院

等」という。）に設置された診療の用に供するエックス線の発生装置（波

高値による定格管電圧が 10 キロボルト以上であり、かつ、その有する

エネルギーが１メガ電子ボルト未満のものに限る。）その他の医療用の

特定エックス線装置のほか、病院等以外の施設において医師、歯科医師

又は診療放射線技師（以下「医師等」という。）が管理する医療用の特

定エックス線装置等が該当すること。 

医療則第 30 条の４第２号に規定される基準の解釈については、「病

院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」（平成 31 年３

月 15 日付け医政発 0315 第４号厚生労働省医政局長通知。以下「診療

用放射線取扱通知」という。）の第３の１を参考にすること。 

また、医療則第 30 条の４第２号ただし書のうち、「近接透視撮影を

行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合」とは、電離則第 17 条第

５項においては、診療用放射線取扱通知の第３の１の（３）のアからオ

に掲げる場合の他、臨床研究、治験、医療従事者の養成若しくは教育訓

練又は死因究明等の用（以下「医療に類似する用」という。）であって、

エックス線装置を診療用放射線取扱通知の第３の１の（３）のアからオ

に掲げる場合と同様に使用する場合が含まれるものであること。 
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なお、病院等以外の施設において、医師等ではなく、エックス線作

業主任者が管理する装置については、医療に類似する用であっても、工

業用等のエックス線装置としての措置が適用されるものであること。  

⑿   第６項は、獣医療の診療施設等において動物（その死体やファントム

含む）に対して照射する医療用のエックス線装置等については、獣医療

則第 16 条第１項第１号から第３号に規定される措置のいずれか並びに

同項第４号及び第５号に規定される措置を行わなければならないとし

たものであること。この場合の「獣医師が管理する装置」については、

獣医療法（平成４年法律第 46 号）第２条に規定する「診療施設」に設

置された診療の用に供するエックス線の発生装置（波高値による定格

管電圧が 10 キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが１

メガ電子ボルト未満のものに限る。）その他の医療用の特定エックス線

装置のほか、診療施設以外の施設において獣医師が管理する医療用の

特定エックス線装置等が該当すること。 

 獣医療則第 16 条第１項（第６号から第８号を除く。）に規定される

措置の解釈については、「獣医療法施行規則の一部を改正する省令及び

関連告示の施行に伴う診療用放射線の防護等について」（平成 21 年 2

月 20 日付け 20 消安第 11529 号農林水産省消費・安全局長通知）の第

３の 11 の（１）並びに（２）のア及びイを参考にすること。  

獣医療則第 16 条第１項第１号から第３号に掲げる措置を実施する 

際の優先順位は、第１号（遮へい）、第２号（距離）、第３号（時間）の

順で検討することが望ましいこと。いずれの措置においても、事業者は

電離則第１条の理念に基づき、労働者の被ばくが極力少なくなるよう努

めるべきであること。  

 なお、診療施設以外の施設において、獣医師ではなく、エックス線作

業主任者が管理する装置については、臨床研究、治験、獣医療従事者の

養成若しくは教育訓練又は死因究明等の用であっても、工業用等のエッ

クス線装置としての措置が適用されるものであること。  

⒀   リニアック、サイバーナイフ等の医療用高エネルギー放射線発生装

置等のように、荷電粒子を加速する装置により発生するエックス線を

利用する場合は、当該装置について電離則上は「荷電粒子を加速する装

置」として扱うため、電離則第 10 条の括弧書きのとおり、当該装置は

電離則上の「エックス線装置」には含まれないこと。 

⒁   放射線装置室以外の場所で使用するエックス線装置であって、１週

間につき外部線量で１ミリシーベルトを超えて被ばくするおそれのあ

るものについても、自動警報装置や安全装置を備えることが望ましい

こと。 

 

４ 電離則第 47 条関係（エックス線作業主任者の職務関係） 

⑴   第１号は管理区域、立入禁止区域についての標識が適正に設けられ

ているか否かを点検し、電離則第３条第１項又は第 18 条第２項に適合
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するように措置しなければならないことを規定していること。  

 これらの区域が適正に設けられているか否かについては、当該区域

の放射線の測定を行うことによって判断する必要があること。なお、管

理区域の設定に当たっては、253 号通達別添１「管理区域の設定等に当

たっての留意事項」を参考にすること。 

⑵   第２号は、照射筒若しくはしぼり又はろ過板の使用に関する規定で

あり、これに該当するか否かを判断し、適正な能力のものを選定するな

ど必要な措置を講ずるべきであること。 

⑶   第３号に規定する間接撮影時の措置、透視時の措置又は放射線装置

室以外の場所で使用する際の措置のうち、自動開放装置のない場合の

取り付けなどエックス線作業主任者が自ら行うには困難な場合は、事

業者に対して必要な機器の購入を申し出ること。  

 また、既に取り付けられたこれらの装置については、作業中に異常が

生じないようにその機能を点検し、異常を発見したならば直ちに事業

者に報告し、改善されるまでその装置の使用を差し控えさせるなどの

措置を行わせること。 

⑷   第４号の「照射条件等を調整」とは、被照射体の性質、形状等に応じ、

照射方向、照射野の広さ、被照射体との距離、管電圧、管電流、照射時

間等の条件を決定することであること。 

⑸   第５号の「第 17 条第１項の措置」には、改正省令附則第２条による

自動警報装置の代替措置が含まれること。  

 同号の「点検」とは、自動警報装置の場合はその機能が作業に当たっ

て有効に保持されていること、また自動警報装置によらない周知の措

置の場合は関係者に対する周知が作業に当たって確実に認識できる方

法により行われていることを確認することであること。  

⑹   令和８年４月１日に施行される第６号の「第 17 条第１項の措置」の

解釈は⑸と同様であること。 

 同号の「必要な措置」とは、専ら労働者の健康障害の予防に必要な措

置を指すものであり、前号の点検により異常を発見した場合に直ちに事

業者に報告し、改善されるまでその装置の使用を差し控えさせる等の措

置を行わせることであること。なお、異常を解消しないまま取り繕って

エックス線装置を稼働させ続けるなど、単に業務の継続等を目的とした

措置は、「必要な措置」には当たらないこと。  

⑺   令和９年 10 月１日に施行される第７号の「点検」とは、エックス線装

置の使用にあたり安全装置の機能が作業中有効に保持されていること

を確認することであること。  

⑻   令和９年 10 月１日に施行される第８号の「必要な措置」の解釈は⑹

と同様であること。  

⑼   令和９年 10 月１日に施行される第９号は、安全装置をやむを得ず無

効化等した場合の大量被ばく事故を防止するため、代替措置が当該作業

中に確実に講じられていることの確認を徹底することとしたものであ
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ること。  

⑽   第 10 号（令和８年３月 31 日までは第６号、令和８年４月１日から令

和９年９月 30 日までは第７号）は、被照射体のかげなどに人が居るの

を十分に確認しないことによる大量被ばく事故を防止するため、照射

を行う前に確実に立入禁止区域に人が居ないことを確認させることと

したものであること。  

⑾   第 11 号（令和８年３月 31 日までは第７号、令和８年４月１日から令

和９年９月 30 日までは第８号）は、エックス線装置を取り扱う作業中

に適切な放射線測定器が適切な箇所に、適切な数、装着されているかを

確認させることとしたものであること。  

⑿   第 12 号（令和８年４月１日から令和９年９月 30 日までは第９号）の

「作業の方法」とは、専ら労働者の健康障害の予防に必要な事項に限る

ものであり、以下に掲げるものを含むこと。なお、作業主任者の職務の

中で、作業計画の策定等、現場以外の場所で実施できるものについては、

作業主任者がこのような職務についてまで現場で実施する必要はない

ものであること。また、「放射線業務従事者の指揮」とは法第 14 条の「労

働者の指揮」と同じ趣旨であるが、このたび電離則においても明示した

ものであること。 

ア 作業の段取り 

イ 関係装置の起動、停止、監視、調整等の要領 

ウ 外部放射線の監視の方法 

エ 遮へい板等による放射線防護の方法 

オ 保護具の使用 

カ 立入禁止区域の設定 

キ 事故発生の場合の労働者の退避等の措置 

ク 作業相互間の連絡、合図の方法 

⒀   エックス線作業主任者の職務が追加されることに伴う免許試験の科

目等の変更はなく、引き続き、施行前に取得した免許を所持する者をエ

ックス線作業主任者に選任可能であること。ただし、事業者は、法第 19

条の２第１項に基づき、能力向上教育の実施に努めるべきであること。 

 

５ 電離則第 52 条の３関係（ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務関係） 

⑴   第８号の「照射条件等を調整」とは、被照射体の性質、形状等に応じ、

照射方向、照射野の広さ、被照射体との距離、照射時間等の条件の決定

であること。 

⑵   第 14 号の「作業の方法」とは、専ら労働者の健康障害の予防に必要

な事項に限るものであり、以下に掲げるものを含むこと。なお、作業主

任者の職務の中で、作業計画の策定等、現場以外の場所で実施できるも

のについては、作業主任者がこのような職務についてまで現場で実施

する必要はないものであること。また、「放射線業務従事者の指揮」と

は法第 14 条の「労働者の指揮」と同じ趣旨であるが、このたび電離則
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においても明示したものであること。 

ア 作業の段取り 

イ 関係装置の起動、停止、監視、調整等の要領 

ウ 装備している放射性物質の取り扱い方法 

エ 外部放射線の監視の方法 

オ 遮へい板等による放射線防護の方法 

カ 保護具の使用 

キ 立入禁止区域の設定 

ク 事故発生の場合の労働者の退避等の措置 

ケ 作業相互間の連絡、合図の方法 

⑶   ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務が追加されることに伴う免

許試験の科目等に変更はなく、引き続き、施行前に取得した免許を所持

する者をガンマ線透過写真撮影作業主任者に選任可能であること。た

だし、事業者は、法第 19 条の２第１項に基づき、能力向上教育の実施

に努めるべきであること。 

 

６ 改正省令附則第２条関係 

⑴   「改修等により自動警報装置を設置することにつき著しく困難な事

情があるとき」とは、次に掲げる場合であって、装置を改修することが

困難な場合に限られること。 

ア 製造者が現存していない場合 

イ 装置の設計書等の改修に必要な図書等が滅失し再入手が困難な場

合や改修に必要な部品等の入手が困難な場合 

ウ 改修することにより著しく使用の目的を妨げ又は作業の性質上困

難な場合 

⑵   「自動警報装置の設置に代わる措置」については、APD を労働者に装

着させること等の過剰な被ばくを防ぐための措置が挙げられること。

３⑽に示す細部事項についても参考にすること。 

⑶   なお、改正省令附則第２条の措置は、電離則第 17 条第１項に規定す

る措置に含まれるものであること。 

 

７ 改正省令附則第３条関係 

⑴   「改修等により安全装置を設置することにつき著しく困難な事情が

あるとき」は、６⑴アからウに掲げる場合であって、装置を改修するこ

とが困難な場合に限られること。  

⑵   「安全装置の設置に代わる措置」については、APD を労働者に装着さ

せること等の偶発的な被ばくを防止する措置が挙げられること。３⑽

に示す細部事項についても参考にすること。 

 

第３ 関係通達の改正 

改正省令及び改正告示の施行若しくは適用並びに令和６年８月 30 日「エ
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ックス線装置に係る放射線障害防止対策に関する検討会 報告書」の３の(4)

のⅱ）において 253 号通達の情報のアップデートを行うべきであるとされた

ことに伴い、関係する通達の改正を行うこととしたものであること。 

 

１ 改正対象及び改正内容 

昭和 64 年１月１日付け基発第１号「電離放射線障害防止規則の一部を

改正する省令の施行について」（以下「第１号通達」という。）、第 253 号通

達及び平成 17 年６月１日付け基発第 0601005 号「電離放射線障害防止規

則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」（以下「第

0601005 号通達」という。）をそれぞれ別紙１のとおり改正すること。 

 

２ 適用期日 

  別紙１の改正の適用期日は、それぞれ以下の通り。 

⑴   発出日適用 

・第１号通達 第二のⅣの 44 関係 

・第 253号通達 第２の２の(13)のうち安衛則様式第 28 号関係、第３の 21

の(２)関係、第５の２関係、別添１関係、別添２関係 

・第 0601005 号通達 第１の１の(２)関係、第２の１の(２)関係、第３の２の(２)

のうち旧「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律」関係、別図関係 

⑵   令和８年４月１日適用 

・第１号通達 第二のⅣの 37 及び 38 関係 

⑶   令和９年 10 月１日適用 

・第１号通達 第二のⅣの 10 関係 

・第 253号通達 第２の２の(13)のうち電離則第 17 条関係 

・第 0601005 号通達 第２の１の(３)関係、第３の２の(２)のうち電離則第 17 条

関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について (昭和 64年１月１日付け基発第１号)新旧対照表 

 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

基 発 第 １ 号 

昭和 64年１月１日 

基 発 第 １ 号 

昭和 64年１月１日 

一部改正 基 発 ３ ７ ０ 号 

平成６年６月 21日 

一部改正 基 発 ３ ７ ０ 号 

平成６年６月 21日 

一部改正 基 発 ２ ５ ３ 号 

平成 13 年３月 30 日 

一部改正 基 発 ２ ５ ３ 号 

平成 13 年３月 30 日 

一部改正 基発 1029 第１号 

令 和 ７ 年 10 月 29 日 

 

  

都道府県労働局長 殿 都道府県労働局長 殿 

  

厚生労働省労働基準局長 厚生労働省労働基準局長 

  

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について 

  

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(昭和 63年労働省令第 32

号)が、昭和 63年 10月 1日公布され、昭和 64年 4月 1 日から施行される

こととなった。（略） 

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(昭和 63年労働省令第 32

号)が、昭和 63年 10月 1日公布され、昭和 64年 4月 1 日から施行される

こととなった。（略） 

  

記 記 

  

第一 改正の要点 第一 改正の要点 

別紙１ 



１～７ （略） １～７ （略） 

第二 細部事項 第二 細部事項 

Ⅰ 削除 Ⅰ 削除 

Ⅱ 削除 Ⅱ 削除 

Ⅲ １～６ 削除 Ⅲ １～６ 削除 

  ７ （略）   ７ （略） 

  ８～11 削除   ８～11 削除 

  12 （略）   12 （略） 

Ⅳ 既存の規定関係 Ⅳ 既存の規定関係 

  １・２ 削除   １・２ 削除 

  ３・４（略）   ３・４（略） 

  ５・６ 削除   ５・６ 削除 

  ７・８（略）   ７・８（略） 

  ９ 削除   ９ 削除 

  10 第一七条関係 

(1) 第二項の「自動警報装置」とは、放射線装置が同項第一号か

ら第三号までの各号の状態にある場合において、これと電気的

又は機械的に連動して警報が行われる装置をいうこと。 

(2) 第一項で定める周知の方法として、第二項の「自動警報装置」

のほかに、手動によるブザー、表示灯等があること。 

(3) 第七項の「インターロック」とは、荷電粒子加速装置が稼動

している間や放射性物質が安全な場所に格納されていない間

は、自動的に出入口が閉鎖され内部に立ち入ることができない

ようにする機構をいうこと。 

  10 第一七条関係 

(1) 第一項の「自動警報装置」とは、放射線装置が第一号から第三

号までの各号の状態にある場合において、これと電気的又は機械

的に連動して警報が行われる装置をいうこと。 

(2) 第一項の「自動警報装置」以外の周知の方法には、手動による

ブザー、表示灯等があること。 

(3) 第二項の「インターロック」とは、荷電粒子加速装置が稼動し

ている間や放射性物質が安全な場所に格納されていない間は、自

動的に出入口が閉鎖され内部に立ち入ることができないようにす

る機構をいうこと。 

  11 削除   11 削除 

  12～20（略）   12～20（略） 

  21 削除   21 削除 



  22・23（略）   22・23（略） 

  24 削除   24 削除 

  25～35（略）   25～35（略） 

  36～40 削除   36 削除 

  （削除）   37 第四七条関係 

第四号の「照射条件等を調整」とは、被照射体の性質、形状等に

応じ、照射方向、照射野の広さ、被照射体との距離、管電圧、管電

流、照射時間等の条件の決定及び作業の段取りをいうこと。 

  （削除）   38 第五二条の三関係 

第八号の「照射条件等を調整」とは、被照射体の性質、形状等に

応じ、照射方向、照射野の広さ、被照射体との距離、照射時間等の

条件の決定及び作業の段取りをいうこと。 

  （削除） 39・40 削除 

  41～43（略） 41～43（略） 

  44（略） 45（略） 

第三 その他（安全衛生法施行令の規定について） 第三 その他（安全衛生法施行令の規定について） 

 １・２（略）  １・２（略） 

  



労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について（平成 13年３月 30日付け基発第 253号）新旧対照表 

 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

基発第２５３号 

平成 13 年３月 30 日 

基発第２５３号 

平成 13 年３月 30 日 

一部改正 基発 1027 第４号 

令和２年 10 月 27 日 

一部改正 基発 1027 第４号 

令和２年 10 月 27 日 

一部改正 基発 1029 第１号 

令 和 ７ 年 10 月 29 日 

 

  

都道府県労働局長 殿 都道府県労働局長 殿 

  

厚生労働省労働基準局長 厚生労働省労働基準局長 

  

労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施

行等について 

労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施

行等について 

  

労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

(平成 13年厚生労働省令第 42号。以下「改正省令」という。)が、平成 13

年 3月 27 日に公布され、平成 13年 4月 1日から施行されることとなった

ところである。（略） 

労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

(平成 13年厚生労働省令第 42号。以下「改正省令」という。)が、平成 13

年 3月 27 日に公布され、平成 13年 4月 1日から施行されることとなった

ところである。（略） 

  

記 記 

  

第１ （略） 第１ （略） 

  



第２ 用語の改正関係 第２ 用語の改正関係 

 １ （略）  １ （略） 

 ２ 電離則等で使用されている用語について  ２ 電離則等で使用されている用語について 

  (1)～(12) （略）   (1)～(12) （略） 

  (13)  放射線測定器(労働安全衛生規則様式第 27号、電離則第 3条、

第 8 条、第 17 条、第 19 条、第 45 条、第 47 条、第 52 条の 3、

第 54条、第 55条、第 60条関係)（略） 

  (13)  放射線測定器(労働安全衛生規則様式第 27 号、様式第 28 号、

電離則第 3条、第 8条、第 19条、第 45条、第 47条、第 52条の

3、第 54条、第 55条、第 60条関係)（略） 

  

第３ 細部事項 第３ 細部事項 

 １～20 （略）  １～20 （略） 

 21 第 54条関係  21 第 54条関係 

(1) （略） (1)（略） 

(2) 第 1項の「線量当量」とは、「1センチメートル線量当量」及び「70

マイクロメートル線量当量」を指すこと。なお、今回、これらの

規定が追加されたのは、第 3 条第 1 項において、管理区域の基準

を 3 月間単位で規定することとなったことから、本項における測

定においても、線量当量率を測定する放射線測定器のみならず、

ガラス線量計、熱ルミネセンス線量計又は光刺激ルミネセンス線

量計等積算型の放射線測定器での測定を行う場合が想定されるた

めであること。 

  (2) 第 1項の「線量当量」とは、「1センチメートル線量当量」及び「70

マイクロメートル線量当量」を指すこと。なお、今回、これらの

規定が追加されたのは、第 3 条第 1 項において、管理区域の基準

を 3 月間単位で規定することとなったことから、本項における測

定においても、線量当量率を測定する放射線測定器のみならず、

フィルムバッジ等積算型の放射線測定器での測定を行う場合が想

定されるためであること。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

 22～26 （略）  22～26 （略） 

  

第４ （略） 第４ （略） 

  

第５ 関係通達の一部改正について 第５ 関係通達の一部改正について 

１ （略） １ （略） 



 ２ 削除  ２ 平成 12年 9 月 19日付け基発第 581 号「原子力施設における放射線

業務に係る安全衛生管理対策の強化について」を、平成 13 年 3 月 31

日をもって次のとおり改正する。 

 （削除） (1)  記の 4の(2)及び(4)並びに様式第 1号中「線量当量(「線量当量率」

を除く。)」を「実効線量」に改めること。 

（削除） (2)  様式第 1 号中「放射線測定用具」を「放射線測定器」に改めるこ

と。 

 （削除） (3)  様式第 3号中「実効線量当量」を「実効線量」に、「線量当量」を

「実効線量」に改めること。 

 （削除） (4)  様式第 4号について、別添 2のとおり改めること。 

  

別添１ 管理区域の設定等に当たっての留意事項 別添１ 管理区域の設定等に当たっての留意事項 

1 外部放射線による実効線量 1 外部放射線による実効線量 

 (1)  放射線測定器の選定  (1)  放射線測定器の選定 

  ア～オ （略）   ア～オ （略） 

  カ 以上のほか日本産業規格(JIS)に適合しているもの又はこれと同

等の性能を有しているものであること。 

  カ 以上のほか日本工業規格(JIS)に適合しているもの又はこれと同

等の性能を有しているものであること。 

キ  放射線測定器は、国家標準とのトレーサビリティが明確になって

いる基準測定器又は数量が証明されている線源を用いて測定を実施

する日の１年以内に校正されたものであること。または、放射性同

位元素等の規制に関する法律施行規則（昭和 35年総理府令第 56号。

以下「RI法施行規則」という。）第 20条第１項第５号、第２項第４

号又は第３項第４号の規定による「点検及び校正」を行ったもので

あること（※）。 

  ※ RI法施行規則における「点検及び校正」については、平成 29

年 12 月 13 日付け原規放発第 17121320 号原子力規制委員会決

定「放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド」の

キ  放射線測定器は、国家標準とのトレーサビリティが明確になって

いる基準測定器又は数量が証明されている線源を用いて測定を実施

する日の１年以内に校正されたものであること。 



別紙「規則第 20条に係る測定の信頼性確保について」において

点検及び校正並びにこれらの適切な組合せの考え方が示されて

いるため、参考にすること。 

 (2)～(4) 略  (2)～(4) 略 

 (5)  測定方法及び 3月間における実効線量の算定等  (5)  測定方法及び 3月間における実効線量の算定等 

  ア  1センチメートル線量当量等が労働時間中において一定の場合   ア  1センチメートル線量当量等が労働時間中において一定の場合 

(ア) サーベイメータ等の放射線測定器を用いて測定する場合は、労

働時間中における任意の時点において 1 センチメートル線量当量

率を測定し、これに、3 月間において予想される最大延べ労働時

間（最大延べ労働時間については、就業規則や労働場所の入場制

限や滞在時間管理等の状況を踏まえ、理論上最も長く滞在し得る

者の労働時間を用いるものとする。なお、簡便な方法としては、

週 40 時間に 13 週を乗じた 520 時間を最大延べ労働時間とするこ

とができる。ただし簡便な方法で計算した場合の週当たりの労働

時間について、放射線業務に従事する労働者のうち、最も労働時

間が長い者の週当たりの労働時間が 40 時間超える若しくは 40 時

間に満たないことが就業規則や労使協定等により明文化されてい

るとき、又は放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和 32年法

律第 167号）第 21条の規定に基づく放射線障害予防規程その他の

社内規定において週当たりの装置の最大使用時間若しくは施設へ

の滞在時間が明文化されているとき等にあっては、当該週当たり

の労働時間又は最大使用時間若しくは滞在時間に 13 週を乗じた

時間を最大延べ労働時間とすること。以下同様。）を乗じて 3月間

における 1 センチメートル線量当量を求め、これをもって 3 月間

における外部放射線による実効線量とすること。 

(ア) サーベイメータ等の放射線測定器を用いて測定する場合は、労

働時間中における任意の時点において 1 センチメートル線量当量

率を測定し、これに、3 月間において予想される最大延べ労働時

間を乗じて 3 月間における 1 センチメートル線量当量を求め、こ

れをもって 3 月間における外部放射線による実効線量とするこ

と。 

（イ）ガラス線量計、熱ルミネセンス線量計又は光刺激ルミネセンス

線量計等の積算型放射線測定器を用いて測定する場合は、労働時

(イ）フィルムバッジ等の積算型放射線測定器を用いて測定する場合

は、労働時間中の任意の時間について 1 センチメートル線量当量を



間中の任意の時間について 1 センチメートル線量当量を測定し、

これに、3 月間において予想される最大延べ労働時間を当該測定

時間で除して得た値を乗じて、3 月間における 1 センチメートル

線量当量を求め、これをもって 3 月間における外部放射線による

実効線量とすること。 

測定し、これに、3 月間において予想される最大延べ労働時間を当

該測定時間で除して得た値を乗じて、3 月間における 1 センチメー

トル線量当量を求め、これをもって 3 月間における外部放射線によ

る実効線量とすること。 

  イ （略）   イ （略） 

  （ア） （略）   （ア） （略） 

  （イ） ガラス線量計、熱ルミネセンス線量計又は光刺激ルミネセン

ス線量計等の積算型放射線測定器を用いて測定する場合は、労

働時間中において 1 センチメートル線量当量率が最大になると

想定される時点を含めた任意の時間について 1 センチメートル

線量当量を測定し、これに、3 月間において予想される最大延

べ労働時間を当該測定時間で除して得た値を乗じて、3 月間に

おける 1 センチメートル線量当量を求め、これをもって 3 月間

における外部放射線による実効線量とすること。 

  （イ） フィルムバッジ等の積算型放射線測定器を用いて測定する場

合は、労働時間中において 1 センチメートル線量当量率が最大

になると想定される時点を含めた任意の時間について 1 センチ

メートル線量当量を測定し、これに、3 月間において予想され

る最大延べ労働時間を当該測定時間で除して得た値を乗じて、

3 月間における 1 センチメートル線量当量を求め、これをもっ

て 3月間における外部放射線による実効線量とすること。 

  ウ （略）   ウ （略） 

  （ア） （略）   （ア） （略） 

  （イ） ガラス線量計、熱ルミネセンス線量計又は光刺激ルミネセン

ス線量計等の積算型放射線測定器で測定する場合は、次のいず

れかの方法により測定・算定すること。 

  （イ） フィルムバッジ等の積算型放射線測定器で測定する場合は、

次のいずれかの方法により測定・算定すること。 

   ａ・ｂ （略）    ａ・ｂ （略） 

  エ （略）   エ （略） 

  （ア） （略）   （ア） （略） 

  （イ） ガラス線量計、熱ルミネセンス線量計又は光刺激ルミネセン

ス線量計等の積算型放射線測定器で測定する場合は、次のいず

れかの方法により測定・算定すること。 

  （イ） フィルムバッジ等の積算型放射線測定器で測定する場合は、

次のいずれかの方法により測定・算定すること。 

   ａ・ｂ （略）    ａ・ｂ （略） 



  オ・カ （略）   オ・カ （略） 

 (6) （略） (6) （略） 

2 （略） 2～5 （略） 

(1)  試料採取方法 (1)  試料採取方法 

  空気中の放射性物質には、繊維系ろ紙で捕集される粒子状のもの、

蒸気及び化学的に不活性な貴ガス等ガス状のものがある。 

これらについては、放射性物質の状態に応じた試料採取方法を選択

する必要があるが、その選択については、主な放射性核種及びその性

状により、別表を参考にして決定すること。 

  空気中の放射性物質には、繊維系ろ紙で捕集される粒子状のもの、

蒸気及び化学的に不活性な希ガス等ガス状のものがある。 

これらについては、放射性物質の状態に応じた試料採取方法を選択

する必要があるが、その選択については、主な放射性核種及びその性

状により、別表を参考にして決定すること。 

 (2)～(5) （略）  (2)～(5) （略） 

3～5 （略） 3～5 （略） 

  

別表 別表 

主な放射性核種及びその性状に応じた試料採取方法 主な放射性核種及びその性状に応じた試料採取方法 

主な放射性核種 放射性物質の性状 試料採取方法 
捕集材、捕集器

具 

60Co，67Ga， 

99mTc，147Pm， 

201Tl，U，Pu 

粒子状 ろ過捕集方法 ろ紙 

33P，35S，133I， 

123I，131I，203Hg 

気体状（揮発性物

質） 

固体捕集方法 活性炭含浸ろ紙 

133I，123I，131I，

203Hg 

活性炭カートリ

ッジ 

3H 水蒸気 シリカゲル 

放射性貴ガス 

3H，14C 

気体状 直接捕集方法 ガス捕集用電離

箱 

主な放射性核種 放射性物質の性状 試料採取方法 
捕集材、捕集器

具 

60Co，67Ga， 

99mTc，147Pm， 

201Tl，U，Pu 

粒子状 ろ過捕集方法 ろ紙 

33P，35S，133I， 

123I，131I，203Hg 

気体状（揮発性物

質） 

固体捕集方法 活性炭含浸ろ紙 

133I，123I，131I，

203Hg 

活性炭カートリ

ッジ 

3H 水蒸気 シリカゲル 

放射性希ガス 

3H，14C 

気体状 直接捕集方法 ガス捕集用電離

箱 



放射性貴ガス 捕集用ガス容器 

3H 水蒸気 冷却凝集捕集

方法 

コールドトラッ

プ 

3H 

14C 

水蒸気 

ミスト 

液体捕集方法 水バブラー 

 

放射性希ガス 捕集用ガス容器 

3H 水蒸気 冷却凝集捕集

方法 

コールドトラッ

プ 

3H 

14C 

水蒸気 

ミスト 

液体捕集方法 水バブラー 

 

  

  

別添２ 削除 別添２ 平成 12 年 9月 19 日付け基発第 581号「原子力施設における放射

線業務に係る安全衛生管理対策の強化について」様式第 4号 

  

 

  



電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成 17年６月１日付け基発第 0601005号)新旧対照表 

 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

新 旧 

基発第 0601005 号 

平成 17 年 6 月 1 日 

基発第 0601005 号 

平成 17 年 6 月 1 日 

一部改正 基発 1029 第１号 

令和７年 10 月 29 日 

 

  

都道府県労働局長 殿 都道府県労働局長 殿 

  

厚生労働省労働基準局長 厚生労働省労働基準局長 

  

電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施

行について 

電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施

行について 

  

電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

（平成 17年厚生労働省令第 98号。以下「改正省令」という。）が本日、公

布され、施行されたところである。（略） 

電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

（平成 17年厚生労働省令第 98号。以下「改正省令」という。）が本日、公

布され、施行されたところである。略） 

  

記 記 

  

第１ 改正の要点 第１ 改正の要点 

１ 電離放射線障害防止規則の一部改正関係 １ 電離放射線障害防止規則の一部改正関係 

 （１） （略）  （１） （略） 

 （２） 放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和 32年法律第 167

号。旧「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法

 （２） 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭

和 32 年法律第 167 号。以下「放射線障害防止法」という。）に



律」。以下「RI法」という。）に規定する表示付認証機器又は表

示付特定認証機器（以下「表示付認証機器等」という。）につい

て、掲示しなければならない事項を「機器の種類並びに装備し

ている放射性物質に含まれた放射性同位元素の種類及び数量

（単位ベクレル）」に限ることとしたこと。（第 14条関係） 

規定する表示付認証機器又は表示付特定認証機器（以下「表示

付認証機器等」という。）について、掲示しなければならない事

項を「機器の種類並びに装備している放射性物質に含まれた放

射性同位元素の種類及び数量（単位ベクレル）」に限ることとし

たこと。（第 14条関係） 

 （３）・（４） （略）  （３）・（４） （略） 

  

第２ 細部事項 第２ 細部事項 

１ 電離放射線障害防止規則の一部改正関係 １ 電離放射線障害防止規則の一部改正関係 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第 14条関係 （２） 第 14条関係 

 ア （略）  ア （略） 

 イ 表示付認証機器等とは、RI法に基づき、原子力規制委員会又は登

録認証機関が、機器の設計、使用条件及び品質管理の方法について

審査し、通常の使用方法であれば、特別な管理を要することなく安

全性を十分に担保できることを認証したものであることを表示して

いる機器であること。また、当該機器には設計認証印又は特定設計

認証印（別図参照）、「原子力規制委員会」の文字（登録認証機関が

認証を行った場合は、当該登録認証機関の名称又は当該登録認証機

関を特定できる文字若しくは記号）及び設計認証又は特定設計認証

に係る認証番号が表示されるものであること。 

なお、表示付認証機器としては、ガスクロマトグラフ等が、表示

付特定認証機器としては煙感知器、レーダー受信部切替放電管等が

想定されていること。 

 イ 表示付認証機器等とは、放射線障害防止法に基づき、文部科学大

臣又は登録認証機関が、機器の設計、使用条件及び品質管理の方法

について審査し、通常の使用方法であれば、特別な管理を要するこ

となく安全性を十分に担保できることを認証したものであることを

表示している機器であること。また、当該機器には設計認証印又は

特定設計認証印（別図参照）、「文部科学大臣」の文字（登録認証機

関が認証を行った場合は、当該登録認証機関の名称又は当該登録認

証機関を特定できる文字若しくは記号）及び設計認証又は特定設計

認証に係る認証番号が表示されるものであること。 

なお、表示付認証機器としては、ガスクロマトグラフ等が、表示

付特定認証機器としては煙感知器、レーダー受信部切替放電管等が

想定されていること。 

 ウ （略）  ウ （略） 

（３）第 17条関係 （３）第 17条関係 

ア 第２項において、放射性物質を装備している機器を放射線装置室 ア 第１項は、放射性物質を装備している機器を使用する場合であっ



内で使用する場合であって自動警報装置の設置が義務付けられる機

器となる基準について、その数量が 370 ギガベクレルを超えるから

400ギガベクレル以上に改めたものであること。 

て自動警報装置の設置が義務付けられることのない機器となる基準

について、その数量が 370 ギガベクレル以下から 400 ギガベクレル

未満に改めたものであること。 

イ 第７項は、放射性物質を装備している機器を使用する場合であっ

てインターロックの設置が義務付けられることとなる機器の基準に

ついて、111 テラベクレルを超えるから 100 テラベクレル以上に改

めたものであること。 

イ 第２項は、放射性物質を装備している機器を使用する場合であっ

てインターロックの設置が義務付けられることとなる機器の基準に

ついて、111 テラベクレルを超えるから 100 テラベクレル以上に改

めたものであること。 

（４）・（５） （略） （４）・（５） （略） 

２ （略） ２ （略） 

第３ 施行期日等    第３ （略） 

 １ （略）  １ （略） 

 ２ 経過措置  ２ 経過措置 

（１） （略） （１） （略） 

 （２） 改正省令の施行の際現に存する放射性物質を装備している機器

を使用する放射線装置室の出入口で人が通常出入りするものに対

する新電離則第 17条第７項の規定の適用については、なお従前の

例によること。 

ただし、RI 法第 10 条第２項の変更の許可の申請が行われるよ

うな変更（※）が放射性物質を装備する機器を使用する放射線装

置室の出入口で人が通常出入りするものになされる場合には、イ

ンターロックを設置しなければならないものであること。 

（２） 改正省令の施行の際現に存する放射性物質を装備している機器

を使用する放射線装置室の出入口で人が通常出入りするものに対

する新電離則第 17条第２項の規定の適用については、なお従前の

例によること。 

ただし、放射線障害防止法第 10条第２項の変更の許可の申請が

行われるような変更（※）が放射性物質を装備する機器を使用す

る放射線装置室の出入口で人が通常出入りするものになされる場

合には、インターロックを設置しなければならないものであるこ

と。 

※ （略）   ※ （略） 

別図 

（放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則（昭和 35 年総理府令第

56号）別図と同じ） 

別図 

 

 



  

注 １ 三葉マークは、日本産業規格による放射能標識の形状とすること。 

２ ℓ は、０．２センチメートル以上とすること。 

３ 放射性同位元素装備機器に直接表示することが著しく困難な場合

にあってはその容器の見やすい箇所に付すこと。 

  

注 １ 三葉マークは、日本工業規格による放射能標識の形状とすること。 

２ ℓ は、０．２センチメートル以上とすること。 

３ 放射性同位元素装備機器に直接表示することが著しく困難な場合

にあってはその容器の見やすい箇所に付すこと。 

 


